
明
治
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

第
三
種
郵
便
物
認
可

日
刊
（
行
政
機
関
の
休
日
休
刊
）

〇

〇

編 集・印 刷
独立行政法人国立印刷局

省

令

改

正

後

改

正

前

（
移
動
の
制
限
）

（
移
動
の
制
限
）

第
五
条

次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
移
動
制
限
植

物
等
」
と
い
う
。）は
、
植
物
防
疫
官
が
そ
の
行
う

検
査
の
結
果
ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ

ウ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
が

講
じ
ら
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
を
示
す
表
示
を
付

し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
防
除
区
域
以
外
の
地
域

に
移
動
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
試
験
研

究
の
用
に
供
す
る
た
め
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を

受
け
た
場
合
、
及
び
調
査
を
行
う
た
め
、
植
物
防

疫
官
（
植
物
防
疫
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
農
林
水
産
大
臣
が
北
海
道
知
事
、
網
走
市

長
又
は
大
空
町
長
に
対
し
調
査
に
関
す
る
協
力
指

示
書
を
交
付
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
植
物
防
疫

官
又
は
北
海
道
知
事
、
網
走
市
長
若
し
く
は
大
空

町
長
の
指
定
す
る
職
員
）
が
移
動
制
限
植
物
等
を

防
除
区
域
以
外
の
地
域
へ
移
動
し
よ
う
と
す
る
場

合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
条

次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
移
動
制
限
植

物
等
」
と
い
う
。）は
、
植
物
防
疫
官
が
そ
の
行
う

検
査
の
結
果
ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ

ウ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
が

講
じ
ら
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
を
示
す
表
示
を
付

し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
防
除
区
域
以
外
の
地
域

に
移
動
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
試
験
研

究
の
用
に
供
す
る
た
め
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を

受
け
た
場
合
、
及
び
調
査
を
行
う
た
め
、
植
物
防

疫
官
（
植
物
防
疫
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
農
林
水
産
大
臣
が
北
海
道
知
事
又
は
網
走

市
長
に
対
し
調
査
に
関
す
る
協
力
指
示
書
を
交
付

し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
植
物
防
疫
官
又
は
北
海

道
知
事
若
し
く
は
網
走
市
長
の
指
定
す
る
職
員
）

が
移
動
制
限
植
物
等
を
防
除
区
域
以
外
の
地
域
へ

移
動
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

（
廃
棄
の
措
置
）

（
廃
棄
の
措
置
）

第
七
条

防
除
区
域
内
に
存
在
す
る
移
動
制
限
植
物

等
の
う
ち
ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ

が
付
着
し
、
又
は
付
着
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る

も
の
で
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ

の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め

て
植
物
防
疫
官
が
指
定
す
る
も
の
を
所
有
し
、
又

第
七
条

防
除
区
域
内
に
存
在
す
る
移
動
制
限
植
物

等
の
う
ち
ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ

が
付
着
し
、
又
は
付
着
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る

も
の
で
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ

の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め

て
植
物
防
疫
官
が
指
定
す
る
も
の
を
所
有
し
、
又

目

次
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〇
農
林
水
産
省
令
第
六
十
号

植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ

ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
の
緊
急
防
除
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
四
日

農
林
水
産
大
臣

藤

健

ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
の
緊
急
防
除
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
の
緊
急
防
除
に
関
す
る
省
令（
平
成
二
十
八
年
農
林
水
産
省
令
第
六
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。）で
こ
れ
に
対

応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加

え
る
。

〔
省

令
〕

〇
ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
の

緊
急
防
除
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
（
農
林
水
産
六
〇
）

〔
告

示
〕

〇
日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

（
法
務
四
六
三
）

〇
政
府
資
金
調
達
事
務
取
扱
規
則
第
五
条
第

十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
発
行
し
た
政
府

短
期
証
券
の
発
行
条
件
等
を
告
示

（
財
務
二
七
二
〜
二
七
五
、
二
七
八
）

〇
国
債
の
発
行
等
に
関
す
る
省
令
第
五
条
第

十
一
項
及
び
政
府
資
金
調
達
事
務
取
扱
規

則
第
五
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
発

行
し
た
割
引
短
期
国
債
及
び
政
府
短
期
証

券
の
発
行
条
件
等
を
告
示
（
同
二
七
六
）

〇
国
債
の
発
行
等
に
関
す
る
省
令
第
七
条
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
き
発
行
し
た
割
引
短

期
国
債
の
発
行
条
件
等
を
告
示

（
同
二
七
七
）

〇
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
件

（
農
林
水
産
一
五
一
九
）

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件

（
同
一
五
二
〇
）

特
殊
法
人
等

共
済
組
合
定
款
の
一
部
変
更
（
法
務
省
・

刑
務
）
関
係

地
方
公
共
団
体

教
育
職
員
免
許
状
失
効
関
係

会
社
そ
の
他

〇
ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
の

緊
急
防
除
に
関
す
る
告
示
の
一
部
を
改
正

す
る
件
（
同
一
五
二
一
）

〇
型
式
検
査
に
合
格
し
た
農
機
具
の
型
式
等

に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
件

（
同
一
五
二
二
）

〇
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
の
規
制

に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
確
保
に
関
す
る

法
律
に
基
づ
く
第
一
種
使
用
規
程
の
承
認

を
し
た
件
（
農
林
水
産
・
環
境
六
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
中
国
地
方
整
備
局
八
〇
）

〇
浄
化
槽
の
型
式
の
認
定
を
更
新
し
た
件

（
同
八
一
）

〔
国
会
事
項
〕

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

内
閣
府

法
務
省

農
林
水
産
省

林
野
庁

海
上
保
安
庁

〔
皇
室
事
項
〕

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

四
国
地
方
整
備
局
公
示（
四
国
地
方
整
備
局
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁財

団
関
係

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
決
定
、

破
産
、
免
責
、
特
別
清
算
、
再
生
関
係





は
管
理
す
る
者
で
あ
っ
て
、
植
物
防
疫
官
に
よ
り

こ
れ
を
廃
棄
す
べ
き
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
は
、

植
物
防
疫
官
（
植
物
防
疫
法
第
十
九
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
農
林
水
産
大
臣
が
北
海
道
知
事
、

網
走
市
長
又
は
大
空
町
長
に
対
し
廃
棄
の
措
置
に

関
す
る
協
力
指
示
書
を
交
付
し
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
植
物
防
疫
官
又
は
北
海
道
知
事
、
網
走
市
長

若
し
く
は
大
空
町
長
の
指
定
す
る
職
員
）
の
指
示

に
従
い
、
こ
れ
を
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
管
理
す
る
者
で
あ
っ
て
、
植
物
防
疫
官
に
よ
り

こ
れ
を
廃
棄
す
べ
き
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
は
、

植
物
防
疫
官
（
植
物
防
疫
法
第
十
九
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
農
林
水
産
大
臣
が
北
海
道
知
事
又

は
網
走
市
長
に
対
し
廃
棄
の
措
置
に
関
す
る
協
力

指
示
書
を
交
付
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
植
物
防

疫
官
又
は
北
海
道
知
事
若
し
く
は
網
走
市
長
の
指

定
す
る
職
員
）
の
指
示
に
従
い
、
こ
れ
を
廃
棄
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
（
第
二
条
関
係
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

北
海
道
網
走
市
稲
富
、
音
根
内
、
北
浜
、
昭
和
、
豊

郷
、
中
園
、
鱒
浦
、
丸
万
、
実
豊
、
藻
琴
及
び
山
里

並
び
に
網
走
郡
大
空
町
東
藻
琴
西
倉

北
海
道
網
走
市
稲
富
、
音
根
内
、
北
浜
、
昭
和
、
豊

郷
、
中
園
、
鱒
浦
、
丸
万
、
実
豊
、
藻
琴
及
び
山
里

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
十
一
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。
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